
業務手順書　一覧

建築住宅課 建築住宅係 1 市営住宅入居事務 32-1762 R8.2.28見直し

（市営住宅担当） 2 市営住宅退去事務 32-1762 R8.2.28見直し

3 市営住宅家賃算定・徴収業務 32-1762 R8.2.28見直し

4 市営住宅鍵の貸出し 32-1762 R8.2.28見直し

5 市営住宅用途変更等の許可 32-1762 R8.2.28見直し

6 市営住宅不在届出書の受理 32-1762 R8.2.28見直し

7 市営住宅入居者の異動届 32-1762 R8.2.28見直し

8 市営住宅入居者の同居申請 32-1762 R8.2.28見直し

9 市営住宅入居者の承継承認申請 32-1762 R8.2.28見直し

10 市営住宅家賃証明書の発行 32-1762 R8.2.28見直し

11
市営住宅保管場所使用承諾証明書（車庫証明

書）の発行
32-1762 R8.2.28見直し

12 災害等による市営住宅施設等の一時使用許可 32-1762 R8.2.28見直し

13
市営住宅用地等における使用（占用）許可（新

規）
32-1762 R8.2.28見直し

14
市営住宅用地等における使用（占用）許可（継

続）
32-1762 R8.2.28見直し

15 対外的占用申請（継続） 32-1762 R8.2.28見直し

建築住宅係 1 建設工事設計・施工管理業務 32-1761 R8.2.28見直し

（営繕担当） 2 修繕費用精査業務 32-1761 R8.2.28見直し

3 交付金申請手続き業務 32-1761 R8.2.28見直し

建築指導係 1 空家等問題処理 32-1763 R8.2.28見直し

2 空家等対策協議会 32-1763 R8.2.28見直し

3 伊東市木造住宅耐震改修助成事業補助金 32-1763 R8.2.28見直し

4 伊東市大規模建築物等耐震改修助成事業補助金 32-1763 R8.2.28見直し

5 伊東市ブロック塀等除去、改良事業補助金 32-1763 R8.2.28見直し

6 自然公園法許可・届出申請受付進達業務 32-1763 R8.2.28見直し

7 自然公園法違反処理業務 32-1763 R8.2.28見直し

8
建築基準法に基づく建築確認申請等の受付・現

調・進達業務
32-1763 R8.2.28見直し

9
建築基準法に基づく建築物中間検査の受付・進

達業務
32-1763 R8.2.28見直し

10
建築基準法に基づく建築物完了検査の受付・進

達業務
32-1763 R8.2.28見直し

11
建築基準法に基づく仮設建築物許可申請等の受

付・現調・進達業務
32-1763 R8.2.28見直し

備考課（事務所・局）名 係名 № 業務・事務名 担当TEL

1



 

連帯保証人資格の審査の
ための照会

　敷金が納入されたら、入居者
台帳（敷金台帳）を作成し保
管。

　部屋の修繕と並行して、入居
者と入居日について協議し、入
居に関する事務手続きを進め
る。
　「市営住宅入居決定通知書
（第2号様式）」の交付及び敷金
納付書の発行。
　・連帯保証人の準備(請書)。
　・駐車場利用の有無を確認。
　・口座振替の手続き等。
　・入居者のしおりを渡す。

■関係各課

■関係各課

税金の滞納の有無及びそ
の他入居資格審査のため
の照会

敷金納入の確認

入居資格審査
　入居案内可能な空室が発生し
たら、申込み順位に従い入居希
望の有無を確認。
　入居規定による、税金の滞納
の有無やその他入居資格のため
の調査を関係課に照会。
　案内予定の部屋を内見しても
らい入居の意向がない場合に
は、「伊東市営住宅入居申込取
下届」を提出してもらう。

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

≪課長供覧≫
　請書

　所定のフォルダー等に、入居
関係の文書類を保管。

連帯保証人への通知

　玄関扉及び屋外倉庫扉の鍵各
２本を入居決定者に渡し、１本
は市で保管する。

入居開始・ファイリング

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

　
　
　連絡期限を過ぎ
ても連絡が取れな
い申込者がいた場
合は、次の申込者
に順次案内してい
く。

≪課長決裁≫
　市営住宅入居決
定通知書（第2号様
式）

　入居者は、通知
日から10日以内に
下記の事項を実施
しなければならな
い。
・連帯保証人の決
定(請書の提出)。
・敷金の納入(家賃
の3か月分)。

変
更
点

入居決定者に鍵を渡す

　入居予定者が決まったら、空
室の修繕を行う。
　修繕が終わったら、畳表替・
襖貼替、部屋のクリーニング及
び錠前の交換を専門業者に対し
て依頼。

入居案内予定空室の修繕

　敷金納付・請書の確認受領。
　請書及び連帯保証人資格（滞
納の有無等）を確認し、要件を
満たした場合には、連帯保証人
に対して請書を受領したことを
通知する。

■入居決定者

請書の提出
敷金の納入

請書の受領
↓
連帯保証人への
通知

７日間

　伊東市役所文書
取扱規程

入居部屋の決定
↓
室内の修繕から
クリーニングま
で

約３か月

補足

連帯保証人資格の確認

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

見直し日 2026/2/28

≪課長供覧≫
　市営住宅入居申
込取下届（※入居
を取りやめる場
合）

入居決定

見直しによる変更

事務内容又は目的

シート番号 1

事務手続に
要する期間

建築住宅係（市営住宅担当）

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

業務・事務名

当該部門
備考

①、⑤、⑦、⑨、㉘、㉙、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

無

⑦

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

≪課長供覧≫
　市営住宅入居申
込書

伊東市　業務手順書

建築住宅課 担当係名

事務・業務フロー

業務・事務の目的

部

当初作成日

市営住宅入居申込書の記
入・提出

2022/2/1

市営住宅の管理を適正に行うため。

市営住宅入居事務

記載事項変更届の記入・
提出（申込後に転居した
場合や、申込住宅を変更
したい場合）

「市営住宅入居申込書」の受理

■入居希望者

建設部

関連部門

課等

内包するリスク

　市営住宅入居希望者に対し、
募集案内に則り、入居資格や申
込みに際しての必要事項につい
て説明。

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

　県営住宅の申込
み希望者には、県
営住宅の募集案内
を手渡す。

随時入居案内・募集受付

　入居申込書・添付書類に漏
れ、誤りがないか確認し、不備
がなければ受理する。

　入居申込書を受理した後、入
居決定までの間に、市営住宅入
居申込書の記載事項に変更が
あった場合には、記載事項変更
届の提出を受け付ける。

■入居希望者

リスク

№

㉘
㉙

⑤
⑨

㊵

【連帯保証人】



　

補足

変
更
点

【市営住宅入居者】
退去の届出、敷金関
係書類の提出及び日

割家賃等の納入

提出
市営住宅返還届の受付

日割家賃等の算出

説明
日割家賃等の説明

交付

納付書の交付

鍵の受け取り

【市営住宅退去者】
（還付）

（不備あり）

【市営住宅入居者】
退去時の検査立会
い、不備の是正

立会

退去時検査

（指摘）

（不備なし）

返還

【市営住宅入居者】
住戸内の家財整理及

び原状回復

調整
退去時検査の日程調整

退去日
までに
納入

説明
退去時原状回復の説明

≪課長供覧≫
　市営住宅返還届
　市営住宅駐車場
返還届

・請求兼領収書
・委任状
・工事充当承諾書

※退去時検査完了
後の会計処理に必
要となる書類であ
るため、この時点
では供覧又は決裁
は不要

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

敷金返還請求書等の提出受付

事務・業務フロー
事務内容又は目的

　住宅返還日までに、
左記の事務手続きを完
了させる。

提出

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

　市営住宅を返還しようとする
入居者から返還届を受け付け
る。駐車場も使用している場合
は、駐車場返還届も同時に受け
付ける。

　届出のあった返還日までの日
割家賃を計算する。また、敷金
の額を確認し、退去時修繕負担
金の額を計算する。さらに、家
賃等の滞納があれば、滞納額を
確認する。

　日割家賃、退去時修繕負担
金、滞納家賃の金額及び納付方
法について入居者に説明する。

　日割家賃、退去時修繕負担金
及び滞納家賃の納付書を交付す
る。

　「市営住宅を退去する際にお
ける荷物類の片付けなどについ
て」の案内文を渡し、原状回復
すべき内容について説明する。

　退去時検査の立
会い及び鍵の返還
を、入居者でない
者（家財整理業者
等）が行う場合
は、入居者は市に
対して事前に委任
状を提出する。

会計処理

　市職員による退去時検査に立
会いを依頼し、日程を調整す
る。

　必要な原状回復がなされてい
るか市の職員が検査する。不備
があればその場で指摘し、その
場で改善できない場合は後日再
検査とする。

　検査完了後、市営住宅の玄関
及び倉庫の鍵を入居者から受け
取る。

　敷金を歳入歳出外現金会計
（保証金）から支出して退去時
費用に充当し、残額があれば退
去者に還付する。

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

　敷金の清算に必要な敷金返還
請求書、委任状及び工事充当承
諾書の提出を依頼する。

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考
当該部門

シート番号 2 業務・事務名建築住宅課 担当係名 建築住宅係（市営住宅担当）

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

⑤
⑦
⑨

内包するリスク ①、⑤、⑥、⑦、⑨、㊳、㊴、㊸、㊹

リスク

№

　入居者は、住宅
返還日の約１か月
前までに、市に電
話連絡を入れる。

関連部門

 市営住宅の管理を適正に行うため。

市営住宅退去事務

無

伊東市　業務手順書

業務・事務の目的

部 建設部 課等

⑥

⑬

退去時検査完了
↓
敷金の還付

約１か月

市営住宅返還届の決裁

ファイリング

　市営住宅返還届に、退去時検
査の結果を記入し、決裁を受け
る。

　入居者台帳から退去者分の台
帳を引き抜き、市営住宅返還届
とともにファイリングする。

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

　伊東市会計規則

　伊東市役所文書
取扱規程

≪課長決裁≫
市営住宅返還届



　

≪課長決裁≫
　収入認定通知書

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

≪課長供覧≫
　収入認定に対す
る意見書

変
更
点

収入認定・家賃算定

納入通知書発送

　納期限を過ぎても未納の者に
対し、督促状を発送する。

　家賃滞納者及びその連帯保証
人に対し、電話、文書、臨戸等
により催告を行う。

送付

送付

納入

【入居者】

提出

送付

送付
収入認定通知書の送付

補足

収入認定に対する意見書の受付

　収入認定の結果及び次年度の
家賃額を通知する。

　認定された収入が実情と異な
る等の場合には、収入認定に対
する意見書の提出を受け付け
る。

未納者のみ

【入居者】

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

　全入居者に対し、収入申告書
の提出を求める文書を送付す
る。

収入申告書の送付

収入申告書の受付

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

事務・業務フロー
事務内容又は目的

関連部門

　提出された収入申告書に基づ
き、収入を認定し、次年度家賃
を算定する。

　必要事項が記入されているこ
とを確認し、提出を受け付け
る。

建築住宅係（市営住宅担当）

内包するリスク ①、⑤、⑥、⑦、⑨、⑬、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考

　市営住宅家賃の適切な算定及び債権管理のため。

市営住宅家賃算定・徴収業務

無

納期限から２０日
後

　催告に応じない
又は滞納の解消が
見込めない滞納者
に対しては、明渡
請求及び家賃支払
い請求訴訟により
対応を図る。

≪課長決裁≫
　新年度家賃決定
稟議

≪課長決裁≫
　督促状

≪課長決裁≫
　納入通知書

≪課長決裁≫
　催告書

提出

【入居者】
（収入認定に対し

　意見がある場合）

　収入認定に対する意見書の内
容を審査し、当該意見に理由が
あると認められる場合には、収
入認定を更正し、収入認定通知
書を送付する。

認定の更正

収入認定通知書の送付

≪課長決裁≫
　収入認定通知書

収入認定に対する
意見書の受領
↓
収入認定通知書の
送付

５日間

催告

消込

督促状の発送

　納入通知書を発送する。

　納入済データをシステムに取
り込み、重複納入等のエラーが
ないか確認する。

未納者のみ

催告

【連帯保証人】

家賃決定・調定

　年度当初に、家賃を決定し調
定する。

滞納家賃の催告

伊東市　業務手順書

≪課長決裁≫
　収入申告書提出
通知

≪課長供覧≫
　収入申告書

　提出期限を過ぎても収入申告
書を提出していない入居者に対
し、催告文書を送付する。

≪課長決裁≫
　収入申告書提出
催告

未提出者に催告

業務・事務の目的

部

当該部門

シート番号 3 業務・事務名建設部 課等 建築住宅課 担当係名

㊵

㊵

㊵

㊵

⑦
㊵

⑥
⑤

⑨
㊵

⑨
㊵

⑨



「鍵」の貸出し

変
更
点

2026/2/28 見直しによる変更

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築住宅係（市営住宅担当） シート番号 4 業務・事務名

≪課長決裁≫
　伊東市営住宅鍵
貸出申請書

関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

当初作成日 2021/2/1 見直し日

内包するリスク ①、㉚、㊳、㊴、㊸、㊹

リスク

№

業務・事務の目的

補足

　

　所定のフォルダーに、左記の
文書類を保管。

　伊東市役所文書
取扱規程

「伊東市営住宅鍵貸出申請書」を
ファイリング

・住宅名義人以外の入居者からの申請の場合でも、本人確認ができた場合には受付ける。

「伊東市営住宅鍵貸出申請書」を一
旦、ファイリング

　所定のフォルダーに、左記の
文書を保管。

「伊東市営住宅鍵貸出申請書」への
追記

　申請者に対して、様式に則り
必要事項の記載を依頼。

　入居名義人の本人確認が必要
となり、確認に要した書類等の
写しを添付。

　特記事項がある場合には、申
請書内の欄外に適宜、記載。

　

　伊東市役所文書
取扱規程

鍵の返却

■申請者
　「鍵」が返却されたら、指定
の位置に保管。

（即日返却）

「鍵」の受取り

注　申請者（入居者）が家賃
　等を滞納している場合、ま
　ずは滞納解消の指導を行っ
　た上で対応。

「伊東市営住宅鍵貸出申請書」の作
成依頼

「伊東市営住宅鍵貸出申
請書」の記入・提出

■申請者

　

　玄関扉と屋外倉庫扉の鍵を間
違わないように、注意。

【申請者（入居者）】

　市営住宅入居者から紛失等の理由により鍵の貸出依頼があった際の事務手続きを定める。

市営住宅鍵の貸出し

無

伊東市　業務手順書

㉚

申請
↓
鍵の貸出

即日

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考

◎

㉚

㉚
　「鍵」の返却を受けた者が、
申請書の中の「返却確認日」及
び「担当」欄に必要事項を記載
した後、押印。



　
　

業務・事務の目的

変
更
点

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築住宅係（市営住宅担当） シート番号

補足

　用途変更終了後、入居名義人
又は事業者等から、「用途変更
の様子が確認できる写真等」の
提出を受ける。

　必要に応じて、現地確認を実
施。

「用途変更の様子が確認
できる写真等」の提出

■申請者

・住宅名義人以外の入居者又は事業者からの申請の場合でも、住宅名義人から実施の確認が取れた場合には受付ける。

≪課長決裁≫
　用途変更の様子
が確認できる写真
等

「用途変更の様子が確認できる写真
等」の収受

　

　所定のフォルダーに、左記の
文書類を保管。

　伊東市役所文書
取扱規程

「市営住宅用途変更等許可申請
書」、「市営住宅用途変更等許可
書」決裁稟議書及び「用途変更の様
子が確認できる写真等」をファイリ
ング

2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

　市営住宅用途変更等許可書を
発行。

　実施後、用途変更の様子が確
認できる写真の提出を依頼。

　
　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する施行規則

≪課長決裁≫
　市営住宅用途変
更等許可書

市長公印を押印

　

　入居名義人、同居者又は事業
者から、用途変更依頼内容の聴
き取り確認を行う。

　事業者からの聴き取りの場合
には、入居名義人に電話等によ
り実施の確認を取る。

　退去時には申請前の状態に戻
すこと及び変更に要する費用は
全て申請者負担とすることを、
事前に説明。

　現地調査を実施。

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

　

聴き取り調査
↓
現地調査

７日間

　市営住宅入居者から室内の模様替え及び設備の増設等の用途変更依頼があった際の事務手続きを定める。

市営住宅用途変更等の許可5 業務・事務名

当初作成日

　市営住宅の
管理上支障が
あると認めら
れる場合

　市営住宅の
管理上支障が
ないと認めら
れる場合

不　許　可

「市営住宅用途変更等許可書」の発
行

　申請者に対して、様式に則り
必要事項の記載を依頼。

　必要に応じて、図面及び写真
等の添付を依頼。

　

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例施行規則

≪課長供覧≫
　市営住宅用途変
更等許可申請書

「市営住宅用途変更等許可申請書」
の作成依頼

許可申請書の受理
↓
許可書の発行

７日間

事務内容又は目的 関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

注　申請者（入居者）が家賃
　等を滞納している場合、ま
　ずは滞納解消の指導を行っ
　た上で対応。

用途変更依頼内容の聴き取り確認

㊵

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

「市営住宅用途変更等許
可申請書」の記入・提出

■申請者

事務・業務フロー



変
更
点

見直しによる変更

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築住宅係（市営住宅担当）

補足

■申請者
※　必要に
　応じて繰
　り返す

「市営住宅不在届出書」
の再記入・再提出

　

　所定のフォルダーに、左記の
文書類を保管。

2026/2/28

備考
関連部門

「市営住宅不在届出書」をファイリ
ング

「市営住宅不在届出書」をファイリ
ング

　伊東市役所文書
取扱規程

　

　不在者が、「市営住宅不在届
書」に記載した不在期間を過ぎ
ても不在が終わらない場合に
は、「市営住宅不在届出書」の
再提出を求める。

≪課長供覧≫
　市営住宅不在届
出書

「市営住宅不在届出書」の再作成依
頼

≪課長供覧≫
　市営住宅不在届
出書

　

　所定のフォルダーに、左記の
文書類を保管。

　必要に応じて、所在先が確認
できる資料類を添付。

　

　伊東市役所文書
取扱規程

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例施行規則

当該部門

事務手続に
要する期間

業務・事務の目的

■申請者

「市営住宅不在届出書」
の記入・提出

注　届出者の世帯が家賃等を
滞納している場合、まずは滞
納解消の指導を行った上で対
応。

「市営住宅不在届出書」の作成依頼

　
　
　住宅名義人、同居者又は親族
等に対し、様式に則り必要事項
の記載を依頼。

（入居名義人は、１５
日以上の不在が明らか
になった時点で、速や
かに提出。）

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊸、㊹

リスク

№

　市営住宅入居者が引き続き１５日以上市営住宅を不在とする際の事務手続きを定める。

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

市営住宅不在届出書の受理

無

伊東市　業務手順書

シート番号 6 業務・事務名

当初作成日 2021/2/1 見直し日

　

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例施行規則



　伊東市役所文書
取扱規程

変
更
点

異動届の受付

備考
関連部門 当該部門

補足

入居者台帳の修正・システム入力

ファイリング

（修正記入）
　入居者台帳

≪課長供覧≫
　市営住宅異動届

　受領した異動届と、住民基本
台帳との整合性を確認する。

　入居者台帳（紙）に異動内容
を記入する。
　システムに異動内容を入力す
る。

　受領した異動届を所定のフォ
ルダーに保管。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊸、㊹、㊻

リスク

№

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

【入居名義人】
　入居者又は同居者
に出生、死亡、婚姻
等の異動があったと
き

届出

　市営住宅の管理を適切に行うため。

関連法令等

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

建築住宅課 担当係名 建築住宅係（市営住宅担当）

無

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

シート番号 7 業務・事務名

業務・事務の目的

部 建設部 市営住宅入居者の異動届課等

◎



補足

変
更
点

承認

　伊東市役所文書
取扱規程

ファイリング

　市営住宅同居承認書により入
居者に通知する。

　所定のフォルダーに関係書類
を保管

　同居を承認したら、入居者台
帳（紙）に異動内容を記入す
る。
　システムに異動内容を入力す
る。

≪修正記入≫
　入居者台帳

入居者台帳の修正・システム入力

市営住宅同居承認
申請書の受領
↓
市営住宅同居承認
書の交付

５日間

市営住宅同居承認書の交付

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

　公営住宅法、公
営住宅法施行規則

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

≪課長供覧≫
　市営住宅同居承
認申請書

≪課長決裁≫
　市営住宅同居承
認書

【入居名義人】
　新たに親族等を同
居させようとすると
き

申請
市営住宅同居承認申請書の受付

　同居承認の条件を満たしてい
ることを確認する。

　市営住宅同居承認申請書の記
載内容に不備がないか確認す
る。

審査

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

シート番号 8 業務・事務名

業務・事務の目的

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築住宅係（市営住宅担当）

　市営住宅の管理を適切に行うため。

市営住宅入居者の同居申請

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊻

リスク

№

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考
関連部門 当該部門

◎

㊵



 

　受領した市営住宅入居承継承
認申請書と、市営住宅入居承継
承認書稟議を所定のフォルダー
に保管。
　受領した請書と連帯保証人へ
の通知稟議を入居者台帳ととも
に保管。

≪課長決裁≫
　請書の受領につ
いて

【連帯保証人】 連帯保証人への通知

　伊東市役所文書
取扱規程ファイリング

通知

請書の受領
↓
連帯保証人への通
知

７日間

【承継した入居名義人】
依頼

口座振替依頼書の提出依頼

提出

　承継後の入居名義人と連帯保
証人が連署する請書の提出を依
頼する。

　請書を受領したら、収受印を
押印し、その写しを承継した入
居名義人に交付する。

　承継後の入居名義人に対し、
家賃支払のため新たに口座振替
の登録をするよう依頼する。

　金融機関から口座振替依頼書
の控えが届いたら、システムに
口座情報を入力する。

　請書に連署する連帯保証人が
連帯保証人資格（滞納の有無
等）を満たしているか確認す
る。

　連帯保証人に対し、請書を受
領したことを通知する。

変
更
点

照会

【関係各課】 連帯保証人資格の確認

回答

【金融機関】
送付

口座振替の入力

依頼

請書の提出依頼

提出

依頼 記名押印

【連帯保証人】

㊵

補足

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

≪課長供覧≫
　請書

【承継した入居名義人】

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

【同居者】
　入居名義人が死亡
又は退去した場合に
おいて、入居の権利
を承継しようとする
とき

申請
市営住宅入居承継承認申請書の受付

審査・承認

（修正記入）
　入居者台帳入居者台帳の修正・システム入力

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

　伊東市営住宅の
設置及び管理に関
する条例

≪課長供覧≫
　市営住宅入居承
継承認申請書

　公営住宅法、公
営住宅法施行規則

≪課長決裁≫
　市営住宅入居承
継承認書

承認
市営住宅入居承継承認書の交付

市営住宅入居承継
承認申請書の受領
↓
市営住宅入居承継
承認書の交付

５日間

　市営住宅入居承継承認申請書
の記載内容に不備がないか確認
する。

　入居承継の条件を満たしてい
るか審査し、条件を満たしてい
れば承継を承認する。
　条件を満たしていない場合
は、申請者に連絡し、市営住宅
返還手続きを案内する。

　承継を承認したら、入居者台
帳（紙）に異動内容を記入す
る。
　システムに異動内容を入力す
る。

　市営住宅入居承継承認書によ
り申請者（承継後の入居名義
人）に通知する。

業務・事務の目的

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築住宅係（市営住宅担当）

事務・業務フロー
事務内容又は目的

　市営住宅の管理を適切に行うため。

市営住宅入居者の承継承認申請

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊻

リスク

№

㊵

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考
関連部門 当該部門

シート番号 9 業務・事務名

◎

㊵

◎



課長公印を押印

※申請者が、窓口
でそのまま交付を
待つケースが多い
ため、迅速な対応
が必要。

「家賃証明書」及び「納入通知書
兼領収書(納入済通知書)」の作成

　
　
　申請者に対して、様式に則り
必要事項の記載を依頼。

≪課長供覧≫
　伊東市営住宅家
賃証明書申請書

シート番号 10 業務・事務名

「伊東市営住宅家賃証明書申請書」
の作成依頼

事務手続に
要する期間

事務・業務フロー
事務内容又は目的

内包するリスク ①、③、⑤、⑦、⑧、⑨、㊳、㊴、㊸、㊹、㊼

リスク

№

　市営住宅入居者から家賃証明書の発行依頼があった際の事務手続きを定める。

市営住宅家賃証明書の発行

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

業務・事務の目的

■申請者

発行手数料の納入

「納入通知書兼領収書」及び「家賃
証明書」の交付

　

　発行手数料（歳入）の発生に
伴い調定伝票を作成し、会計課
に回付。

≪課長決裁≫
　家賃証明書

　１件当たり３００円の手数料
を徴収。

　

伊東市会計規則

　伊東市会計規則

　伊東市手数料徴
収条例

　「納入通知書兼領収書(納入済
通知書)」に、領収日付印を押印
し「納入通知書兼領収書」を証
明書と一緒に申請者に手渡す。

　「納入済通知書」は、手数料
と共に市金庫に納入。

申請書の作成
↓
証明書の発行
↓
発行手数料の納入
↓
証明書の交付

即日

■申請者

「伊東市営住宅家賃証明
書申請書」の記入・提出

注　申請者（入居者）が家賃
　等を滞納している場合、ま
　ずは滞納解消の指導を行っ
　た上で対応。

交付
【申請者】

変
更
点

調定伝票の作成

　

　所定のフォルダーに、左記の
文書類を保管。

　伊東市役所文書
取扱規程

「伊東市営住宅家賃証明書申請書」
及び「家賃証明書」決裁稟議書を
ファイリング

補足

《課長決裁
　　→会計課》
　調定伝票

納入

【会計課】
回付

【市金庫】

無

伊東市　業務手順書

見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

部 建設部 課等

当初作成日 2019/12/20

建築住宅課 担当係名 建築住宅係（市営住宅担当）

⑤
⑨

③
⑧
㊼

③
⑧

・住宅名義人以外の入居者からの申請の場合でも、受付ける。但し、それ以外の者からの申請の場合には、住宅名義人からの委任状が必要。

◎
⑦



⑤
⑨

⑦

③
⑧

伊東市　業務手順書

事務内容又は目的 関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

業務・事務の目的

部 建設部

当初作成日 2019/12/20

課等

2026/2/28

　

　伊東市会計規則

　自動車保管場所
証明事務等取扱要
領（静岡県警）

≪課長決裁≫
　保管場所使用承
諾証明書

変更点

《課長決裁
　　→会計課》
　調定伝票

調定伝票の作成

補足

　

　所定のフォルダーに、左記の
文書類を保管。

　伊東市役所文書
取扱規程

「保管場所使用承諾証明書申請書」
及び「保管場所使用承諾証明書」決
裁稟議書をファイリング

　

　発行手数料（歳入）の発生に
伴い調定伝票を作成し、会計課
に回付。

　伊東市会計規則
【会計課】

回付

・　住宅名義人以外の入居者からの申請の場合でも、受付ける。但し、住宅名義人以外の者からの申請の場合には、住宅名義人からの委任状が必要。
・　新車への買い替えの場合、後日、車検証の写しの提出を求める。
・　既に「市営住宅駐車場使用申込書」を提出済で、「保管場所使用承諾証明書」の発行対象車両が提出済の車両と違う車両になる場合には、あらためて「市営住宅駐車場使用申込書」
　の提出を受けてから、「保管場所使用承諾証明書」の発行手続きを行う。
・　「市営住宅駐車場使用申込書」が未提出の場合には、まず「市営住宅駐車場使用申込書」の提出を受けてから「保管場所使用承諾証明書」の発行手続きを行う。

③
⑧
㊼

　「納入通知書兼領収書(納入済
通知書)」に、領収日付印を押印
し「納入通知書兼領収書」を証
明書と一緒に申請者に手渡す。

　「納入済通知書」は、手数料
と共に市金庫に納入。

「納入通知書兼領収書」及び「保管
場所使用承諾証明書」の交付

申請書の作成
↓
証明書の発行
↓
発行手数料の納入
↓
証明書の交付

即日

「保管場所使用承諾証明
書申請書」の記入・提出

注　申請者（入居者）が家賃
　等を滞納している場合、ま
　ずは滞納解消の指導を行っ
　た上で対応。

「保管場所使用承諾証明書申請書」
の作成依頼

「保管場所使用承諾証明書」及び
「納入通知書兼領収書(納入済通知
書)」の作成

　

　申請者に対して、様式に則り
必要事項の記載を依頼。

　車検証の写しの添付を依頼。

■申請者

　

　１件当たり３００円の手数料
を徴収。

交付
【申請者】

納入
【市金庫】

　伊東市手数料徴
収条例

建築住宅課

事務・業務フロー

内包するリスク ①、③、⑤、⑦、⑧、⑨、㊳、㊴、㊸、㊹、㊼

リスク

№

　市営住宅入居者から保管場所使用承諾証明書（車庫証明書）の発行依頼があった際の事務手続きを定める。

見直しによる変更

業務・事務名

見直し日

市営住宅保管場所使用承諾証明書（車庫証明書）の発行

無

担当係名 建築住宅係（市営住宅担当） シート番号 11

課長公印を押印

※申請者が、窓口
でそのまま交付を
待つケースが多い
ため、迅速な対応
が必要。

■申請者

発行手数料の納入

≪課長供覧≫
　保管場所使用承
諾証明書申請書



　災害等により自らが居住する住宅を失い住宅に困窮している市民に対し、市営住宅施設等の一時使用を許可する場合の事務手続きを定める。

災害等による市営住宅施設等の一時使用許可

≪課長供覧≫
　市営住宅施設等
一時使用許可申請
書

　市営住宅施設等
一時使用に関わる
誓約書及び同意書

　一時使用を許可
する市営住宅施設
等は、空室となっ
ている居室等の中
から市長が指定す
る。

　災害等による伊
東市営住宅施設等
の一時使用に関す
る取扱要領

申請書の提出
↓
許可書の発行

即日

　
　
　申請者に対して、様式に則り
必要事項の記載を依頼。

　添付書類は、次のとおり。
１　公官署の発行する罹災証
　明書
２　市営住宅施設等一時使用
　に関わる誓約書及び同意書
３　その他市長が必要と認め
　る書類

「市営住宅施設等一時使用許可書」
の発行

入　室

市長公印を押印

※一時使用に係る
使用料は、免除と
する。
　但し、生活に要
する光熱水費は一
時使用者が自ら手
続きを行い、その
費用を負担する。

「市営住宅施設等一時使用許可申請
書」の作成依頼

（再申請があっ
た場合には、再
審査を行う。）

業務・事務名

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊸、㊹

リスク

№
関連部門 当該部門

建設部 建築住宅係（市営住宅担当） シート番号

見直し日

業務・事務の目的

部

見直しによる変更

12

2026/2/28

課等 建築住宅課 担当係名

当初作成日 2022/2/1

　現地立会いの結果を、「市営
住宅施設等返還届」に追記。

≪課長決裁≫
　市営住宅施設等
返還届（現地立会
い結果を追記した
もの）

　災害等による伊
東市営住宅施設等
の一時使用に関す
る取扱要領

≪課長供覧≫
　市営住宅施設等
返還届

現地立会い時に、一時使
用した部屋の玄関扉の鍵
を返却

　一時使用の許可を取り消され
た一時使用者又は一時使用の許
可の期間を経過した後も継続し
て市営住宅施設等の使用を続け
ている一時使用者に対しては、
「市営住宅施設等明渡請求書」
を通知することで、市営住宅施
設等の明け渡しを請求。

　退去当日又は退去後日にお
いて、一時使用者とともに現
地立会いを実施。

　現地立会いにおいて、一時
使用者の責めに帰すべき内装
材の破損箇所等が発見された
場合には、一時使用者自らが
原状回復するよう依頼。

　完了した場合には、一時入
居していた部屋の玄関扉の鍵
の返却を受ける。

（一時使用者は、返還
する日の１０日前まで
に「市営住宅施設等返
還届」を提出。
　なお、退去日まで
に、使用した部屋の中
を空の状態にしてお
く。）

■申請者
（一時使用者）

現　地　立　会　い

■申請者
（一時使用者）

「市営住宅
施設等明渡
請求書」の
発行

「市営住宅施設等返還届」への追記

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

「市営住宅施設等返還
届」の提出

一時使用許可期間の延長
を希望する場合

　一時使用を許可する条件を十
分に説明した上で、申請者（＝
一時使用者）に許可書を通知。

　また、一時入居する部屋の玄
関扉の鍵を手渡す。

　災害等による伊
東市営住宅施設等
の一時使用に関す
る取扱要領

　災害等による伊
東市営住宅施設等
の一時使用に関す
る取扱要領

≪課長決裁≫
　市営住宅施設等
明渡請求書

≪課長決裁≫
　市営住宅施設等
一時使用許可書

市長公印を押印

備考
事務手続に
要する期間

再 申 請

■申請者
（一時使用者）

　市営住宅施設等返還届を受
理。

変
更
点

補足

関係書類をファイリング

　
　所定のフォルダーに、関係文
書類を保管。

　伊東市役所文書
取扱規程



⑤
⑨

【会計課】

㊵

　市営住宅用地内において既に占用許可を受けている物件の工事を実施する場合又は新規に占用許可を受けたい際の事務手続きを定める。

市営住宅用地等における使用（占用）許可（新規）

≪課長決裁≫
　市営住宅用地等
工事施工許可書又
は市営住宅用地等
占用及び工事施工
許可書

「工事施工又は占用及び工事施工許
可書」の発行

　工事着手日までに、市営住宅
用地等工事着手届出書の提出を
受ける。

≪課長決裁≫
　市営住宅用地等
工事着手届出書

「市営住宅用地等工事着手届出書」
の受理

「工事施工又は占用及び
工事施工承認申請書」の
記入・提出

13

業務・事務の目的

備考
関連部門 当該部門

■申請者

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、⑤、⑦、⑨、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

事務・業務フロー
事務内容又は目的

当初作成日 2021/2/1

業務・事務名課等 建築住宅課 担当係名 建築住宅係（市営住宅担当） シート番号

変
更
点

見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

部 建設部

市長公印を押印

関連法令等

関係書類をファイリング

　

　所定のフォルダーに、左記の
文書類を保管。

　伊東市役所文書
取扱規程

　工事完成後、速やかに市営住
宅用地等工事完成届出書の提出
を受ける。

≪課長決裁≫
　市営住宅用地等
工事完成届出書

「市営住宅用地等工事完成届出書」
の受理

①様式第３号
　　既に占用許可を受けている
　物件の工事を実施する場合

②様式第４号
　　新規に占用許可を受けたい
　場合

補足

■申請者

　

　発行手数料（歳入）の発生に
伴い調定伝票を作成し、会計課
に回付。

　伊東市会計規則 ≪課長決裁
　　→会計課≫
　調定伝票調定伝票の作成

　

　使用料（占用料）を徴収する
ため、「納入通知書兼領収書
（納入済通知書）」（６９帳
票）に必要事項を記載後、申請
者に発行。

回付

　

　伊東市手数料徴
収条例「納入通知書兼領収書（納入済通知

書）」の作成及び発行

使用料（占用料）の納入

・本課が管理する市営住宅用地以外の本課管理用地の場合においても、この手順に準じる。

⑦

≪課長供覧≫
　市営住宅用地等
工事施工承認申請
書又は市営住宅用
地等占用及び工事
施工承認申請書

　
　
　申請者に対し、様式に則り必
要事項の記載を依頼。

　必要に応じて、現地調査を実
施。

①様式第１号
　　既に占用許可を受けている
　物件の工事を実施する場合

②様式第２号
　　新規に占用許可を受けたい
　場合

「工事施工又は占用及び工事施工承
認申請書」の作成依頼

事務手続に
要する期間

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

申請書の受理
↓
許可書の発行

７日間

（申請者は工事完成
後、速やかに市営住宅
用地等工事完成届出書
を提出。）

■申請者

工事完了届出書の提出

工事着手届出書の提出

工　　事　　実　　施

（申請者は
工事着手日
までに、市
営住宅用地
等工事着手
届出書を提
出。）

　伊東市公有財産
管理規則



⑦

⑤
⑨

㊵

　市営住宅用地等において継続して用地等を使用（占用）する際の事務手続きを定める。

市営住宅用地等における使用（占用）許可（継続）

≪課長決裁≫
　行政財産使用許
可期間満了につい
て

無

伊東市　業務手順書

リスク

№

見直し日

業務・事務の目的

当初作成日 2021/2/1

内包するリスク ①、⑤、⑦、⑨、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

変
更
点

2026/2/28 見直しによる変更

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築住宅係（市営住宅担当） シート番号 14

市長公印を押印

「行政財産使用許可申請
書(継続)」の記入・提出

≪課長供覧≫
　行政財産使用許
可申請書（更新）

「行政財産使用許可期間満了」文書
を通知

　引き続き使
用許可を受け
ない場合

　引き続き使
用許可を受け
る場合

使用（占用）
の終了

　使用許可期間満
了の約５０日前ま
でに依頼。

申請書の受理
↓
許可書（継続）の
発行

１４日間

　許可書は、許可
満了日の約２週間
前までに発行。

「行政財産使用許可申請書（継
続）」の作成依頼

　
　
　「行政財産使用許可申請書
（継続）」を添付。

　伊東市公有財産
管理規則

業務・事務名

補足

　

　発行手数料（歳入）の発生に
伴い調定伝票を作成し、会計課
に回付。

　伊東市会計規則
≪課長決裁
　　→会計課≫
　調定伝票

調定伝票の作成

　

　所定のフォルダーに、左記の
文書類を保管。

　伊東市役所文書
取扱規程

回付
【会　計　課】

■申請者

各文書類をファイリング

■申請者

使用料の納入

市長公印を押印
「使用料の納入」文書を通知 ≪課長決裁≫

　使用料の納入通
知文書

　
　
　許可内容に伴い、占用台帳の
内容を更新。

　

　許可内容に伴う、使用料（占
用料）の納入を依頼。

　「納入通知書兼領収書（納入
済通知書）」（６９帳票）を添
付。

　

　伊東市行政財産
の目的外使用に関
する使用料徴収条
例

「占用台帳」の内容更新

　

　年間を通しての許可となるた
め、前年度中に発行。

　必要に応じて、現地調査を実
施。

　伊東市公有財産
管理規則

≪課長決裁≫
　行政財産使用許
可書（継続）

市長公印を押印

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

　

　様式に則り必要事項を記載し
て提出。

　

　伊東市公有財産
管理規則

「行政財産使用許可書（継続）」の
発行



伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊳、㊴

リスク

№

業務・事務の目的

当初作成日

変
更
点

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名

「許可期間満了通知書」の収受

　引き続き使
用許可を受け
ない場合

　引き続き使
用許可を受け
る場合

占用の終了

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考

建築住宅係（市営住宅担当） シート番号 15 業務・事務名

補足

　
　
　許可内容に伴い、占用台帳の
内容を更新。

　

　所定のフォルダーに、左記の
文書類を保管。

2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

≪課長供覧≫
　許可期間満了通
知書

申請

許可

通知

≪課長供覧≫
　占用許可書

関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

【静岡県又は庁内各課等】

　本課が管理する住宅用地等以外の公用地を継続して占用する場合の事務手続きを定める。

対外的占用申請（継続）

無

　伊東市公有財産
管理規則

「占用台帳」の内容更新

　伊東市役所文書
取扱規程

【静岡県又は庁内各課等】

各文書類をファイリング

「占用許可書（継続）」の収受

≪課長決裁≫
　占用許可申請書
（継続）

市長公印を押印
「占用許可申請書（継続）」の作成



変
更
点

工事完成図書引渡

予定価格３，０００万円以上は、指名委員会案件となる（委員会は庶務課が主で行うが資料提供等の対応を行う）。
予定価格１億５，０００万円以上は、議会議決案件となる（落札時には仮契約とし、議会の議決後本契約となる）。

≪課長供覧≫
工事検査認定通知
書

建設工事完成

【工事依頼課】

工事検査認定通知書 完成検査受検し合格した場合認
定書が発行され、工事完成

伊東市工事検査規
程

補足

【庶務課】工事検査 建設工事検査依頼

合格

中間検査・出来形検査受検後
施工管理を引き続き行う

検査必要書類確認
中間検査・出来形検査依頼
完成検査依頼

伊東市工事検査規
程

【庶務課】工事入札・契約

変更契約依頼

必要提出書類確認
使用材料の確認
工事現場の立ち合い
工程管理
変更設計(工期及び契約金額)

伊東市建設工事執
行規則
伊東市建設工事監
督規程

庶務課へ工事入札・契約依頼

建設工事設計図書作成

委託工事の場合
・他課からの工事
依頼表

設計図書

≪伊東市事務決裁
規程による≫
入札・契約依頼

工事現場施工管理

≪課長決裁≫
完成検査依頼

状況により中間検
査及び出来形検査
を行う

≪伊東市事務決裁
規程による≫
完成図書及び工事
写真

工事現場施工管理
の中で、変更契約
を行う場合があ
る。

設計図書作成

1 業務・事務名

【工事依頼課】 工事予定箇所現地確認 設計図書を作成するため工事予
定箇所調査

業務・事務の目的

部 建設部

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

建設工事設計及び現場施工管理を行う。

建設工事設計・施工管理業務

無

備考

課等 建築住宅課 担当係名 建築住宅係（営繕担当） シート番号

≪決裁区分等≫
成果物・記録類関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

伊東市　業務手順書

⑱

内包するリスク ①、⑱、㊳、㊴

リスク

№

⑱



無

関連法令等

業務・事務の目的

部 建設部 建築住宅係（営繕担当） シート番号

各課修繕に係る見積額が適正であるかの確認を行う。

修繕費用精査業務

変
更
点

修繕箇所の費用が適正か精査を
行う

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

伊東市事務決裁規
程

≪課長決裁≫
各課作成修繕伺

【各課】修繕伺 修繕内容の精査

事務・業務フロー
事務内容又は目的

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊳、㊴

リスク

№

2 業務・事務名

当初作成日 2019/12/20 見直し日

課等 建築住宅課 担当係名

補足

2026/2/28 見直しによる変更



見直しによる変更

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築住宅係（営繕担当）

業務・事務の目的

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28

シート番号 3

交付金決定通知 交付金決定通知受理

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

計画作成依頼
【国・県】

実施に関する計画作成※１

≪課長決裁≫
実施計画書

県担当者による申
請内容事前チェッ
クあり

計画申請受理
【国・県】

実施に関する計画申請※１

交付金申請手続

交付金申請依頼
【国・県】

交付金申請作成※１

≪課長決裁≫
交付金申請書

県担当者による申
請内容事前チェッ
クあり

交付金申請受理
【国・県】

交付金申請※１

工事発注業務

次年度概算要望作成

次年度交付金要望額を提出
≪課長決裁≫
次年度交付金要望
額

県担当者による申
請内容事前チェッ
クあり

交付金申請を行うための実施計
画を申請 ・補助金等に係る

予算の執行の適正
化に関する法律
（昭和３０年法律
第１７９号「適正
化法」）
・補助金等に係る
予算の執行の適正
化に関する法律施
行令（昭和３０年
政令第２５５号）
・国土交通省所管
補助金等交付規則
（平成１２年総理
府・建設省令第９
号）等

交付決定通知書

次年度概算要望審査
【国・県】

次年度概算要望提出

交付金執行状況（契約額）を毎
月報告

・補助金等に係る
予算の執行の適正
化に関する法律
（昭和３０年法律
第１７９号「適正
化法」）
・補助金等に係る
予算の執行の適正
化に関する法律施
行令（昭和３０年
政令第２５５号）
・国土交通省所管
補助金等交付規則
（平成１２年総理
府・建設省令第９
号）等

≪課長決裁≫
執行状況報告書

県担当者より報告
依頼あり（毎月）

執行状況報告依頼 執行状況報告

次年度概算要望依頼
【国・県】

整備計画作成依頼
と同時期に本要望
用資料（チェック
リスト等）提出要
求あり

整備計画作成依頼
【国・県】

整備計画作成※1

次年度工事予定箇所等の計画書
を提出

≪課長決裁≫
整備計画書

県担当者による申
請内容事前チェッ
クあり

整備計画審査
【国・県】

整備計画提出※1

整備計画書に則り要望額調書を
作成

補足

変
更
点

伊東市ＨＰに実績を公表
・補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律
（昭和３０年法律第１７９
号「適正化法」）
・補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律施
行令（昭和３０年政令第２
５５号）
・国土交通省所管補助金等
交付規則（平成１２年総理
府・建設省令第９号）等

≪課長決裁≫
地域住宅計画実績
公表

毎年ＨＰデータ更
新

地域住宅計画実績公表

伊東市ＨＰに実績を公表
≪課長決裁≫
地域住宅計画及び
事後評価報告

終了した計画の事
後評価等を公表

地域住宅計画及び事後評価報告

交付金受入

次年度本要望依頼
【国・県】

次年度本要望作成※１

次年度交付金要望額調書を提出
≪課長決裁≫
次年度交付金要望
額調書

県担当者による申
請内容事前チェッ
クあり

次年度本要望審査
【国・県】

次年度本要望提出※１

工事完成（認定通知書発行）
後、報告書及び精算払請求書を
提出

≪課長決裁≫
工事完了実績報告
提出、精算払請求
書提出

工事完成後３０日
以内又は次年度４
月１０日までのい
ずれか早い日付

工事完了実績報告書受理
精算払請求書受理

工事完了実績報告提出※１

精算払請求書提出

業務・事務名

建設工事設計・施
工管理業務

国庫交付金申請に伴う手続きに関する業務を行う。

交付金申請手続業務

⑩

⑩

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、⑤、⑨、⑩、㊳、㊴

リスク

№

⑩

⑩

⑩

⑤
⑨

※１：SCMSシステムにより入力をする。



空家等の問題を調査し、所有者等に対応を求め解決を図る。

空家等問題処理

無

伊東市　業務手順書

変
更
点

補足 所有者等に解体を促すために、廃屋解体の補助制度などを案内し完結に向け誘導する。

㊵

〃
調査票に経過を
記入

所有者等から連
絡がきたら誰が
出ても必ず連絡
先を聞く。

〃
≪課長決裁≫
通知文

同時に１０４や
ネット情報で所
有者等の電話番
号を調査する。

〃

【所有者等】
空家等所有者等

経過及び最終確認

所有者等から連絡がきたら、
対応を求め連絡先の情報を聞
く。

内包するリスク
①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹
※空家等の個人情報は当該所有者の資産及び利害関係に直結し、民事の可能性が極めて高いことから取扱いは厳重注意。
　また、通報者への保護からも同様に取扱う。

リス
ク

№

㊸

業務・事務の目的

≪課長供覧≫
調査票、現地写
真等

所有者等と対応の交渉

特定した所有者等に「建物の
維持管理に関する通知」を発
送。

所有者等に通知を発送

対応の経過について現場を確
認する。対応が完了した場合
も現場を確認する。

当該部門

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

空家等問題の問合せ

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
事務手続に
要する期間

期間は案件によ
り違うため、決
まっていない。

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築指導係 シート番号 1 業務・事務名

関連部門

・空家等対策の推進に関する
特別措置法に基づき登記簿謄
本を公用申請
・課税台帳の照会依頼
・住民票、戸籍謄本の公用申
請

〃
≪課長決裁≫
申請書

立会いの連絡

【関係機関】
登記簿謄本取得（法務

局）
本市課税課
〃　市民課

申請

所有者等の特定
登記簿謄本の記載と本市の課
税情報を照合し、所有者等を
特定する。

〃

【通報者】
相談者（近隣住民等）

現地調査等

近隣住民等から問合せ内容を
詳細に聞き取り調査票を作成
する。

空家等対策の推
進に関する特別
措置法

≪課長供覧≫
調査票、相談者
が持参した現地
写真等

現地調査の日時を決め、近隣
住民等が立会いを求めてきた
場合は、連絡し立会いのもと
調査を行う。

〃

問合せ箇所や通
知でお知らせす
る写真を撮影す
る。

所有者等の特定調査

登記簿等申請書
については決裁
を取り複数部数
公印を押印して
おく。

回答



会長：市長、委員報酬：６，０００円／人（市長、警察官については報酬は無）

空家等対策協議会

出席

㊵

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リス
ク

№

㊵

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

空家等対策の推
進に関する特別
措置法
伊東市空家等対
策協議会設置要
綱

≪課長決裁≫
推薦依頼
就任依頼

【各種団体】
市議会議員、宅
建士、司法書
士、建築士、区
長、商工会議所
役員、警察官

【各種団体】
推薦

委員選出
推薦

業務・事務の目的

変
更
点

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築指導係 シート番号 2 業務・事務名

【各種団体】
委員（就任）

委員委嘱

推薦依頼

各種団体に委員候補者の推薦
を依頼する。
推薦された委員候補者に就任
を依頼し承諾書を受理する。

就任依頼

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

補足

協議事項を会長と調整し決
定。

伊東市空家等対
策協議会設置要
綱

≪部長決裁≫
協議会資料等

≪課長決裁≫
出席依頼

【各種団体】
各委員

開催通知

協議会を開催。
伊東市空家等対
策協議会設置要
綱

≪課長決裁≫
委員報酬

≪市長決裁≫
会議録

就任を承諾した委員に対し協
議会において委嘱状を交付。

伊東市空家等対
策協議会設置要
綱

≪課長決裁≫
委嘱状

就任の報告は市
長決裁

【各種団体】
委員候補者

承諾

各種団体から委員を委嘱し空家等対策計画の策定や変更を行い、空家等の問題を解決するため計画に基づく空家等対策を協議する会となる。

空家等対策協議会



事務手続に要する期間に書類等の補正に要する期間は含まない

⑭
⑮

㊵

⑫

伊東市　業務手順書

㊵

内包するリスク ①、⑫、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹　※対象となる建築物に当たる取扱いが国の制度であり、要件が頻繁に変わるため注意が必要。

リス
ク

№

⑫

変
更
点

業務・事務の目的

補足

通知
決裁後、補助金等の交付額決
定通知書を送付

【申請者】

請求兼領収書の受領

支出負担行為伺兼支出命令書
を起案
決裁後、支出負担行為伺兼支
出命令書を会計課へ回付

交付額確定、
補助金等確定通知書の送付

請求兼領収書の受領 請求兼領収書

伊東市会計規則

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築指導係 シート番号 3 業務・事務名

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

≪課長決裁≫
補助金等の確定
通知書

≪課長決裁≫
補助金等の交付
額決定通知書

（専決区分等）
条例等で基準が明確/課
長
1件5万円超/財政課合議
100万円超/会計課合議

≪課長供覧≫
　請書

昭和５６年５月３１日以前に建てられた木造住宅を対象に、東海地震等の大規模地震による倒壊を未然に防止し、市民の生命及び財産の保護を図る。

伊東市木造住宅耐震改修助成事業補助金

無

請書の受領

完了報告書の内容及び添付資
料を確認、審査

完了報告書

【申請者】
請書の作成・提出

交付決定、
補助金等の交付額決定通知書送付

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺
兼支出命令書

事務内容又は目的 関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

交付申請書

備考
事務手続に
要する期間

交付申請書の受
領
↓
交付額決定

５日間

【関係課】必要に応じ合
議

交付決定及び通知に係る稟議

交付申請書等の内容及び添付
書類の確認、審査

【申請者】補助金等
交付申請書の作成・提出

補助金等交付申請書の受領・審査

申請

補助金の交付決定及び通知に
係る稟議を起案

完了報告書の受
領
↓
交付額確定

５日間

請求兼領収書の
受領
↓
申請者への支払

２０日間

事務・業務フロー

・伊東市補助金
等交付規則
・伊東市木造住
宅耐震改修助成
事業補助金交付
要綱
・伊東市事務決
裁規程

【申請者】
補助事業の実施

事業完了後

【会計課】審査・支払

支払

回付

提出

支出負担行為伺兼支出命令書
起案・決裁

補助事業等完了報告書
の受領・審査

交付額確定及び通知に係る稟議

決裁後、補助金等の確定通知
書を送付

補助金の交付確定及び通知に
係る稟議を起案

申請者から請書を受領

【申請者】
請求兼領収書の作成

・提出

通知

提出

【申請者】補助事業等
完了報告書の作成・提出

提出

関連部門 当該部門



事務手続に要する期間に書類等の補正に要する期間は含まない

⑭
⑮

㊵

⑫

伊東市　業務手順書

㊵

内包するリスク ①、⑫、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹　※対象となる建築物に当たる取扱いが国の制度であり、要件が頻繁に変わるため注意が必要。

リス
ク

№

⑫

変
更
点

業務・事務の目的

通知
決裁後、補助金等の交付額決
定通知書を送付

請求兼領収書の
受領
↓
申請者への支払

２０日間

≪課長決裁≫
補助金等の交付
額決定通知書

（専決区分等）
条例等で基準が明確/課
長
1件5万円超/財政課合議
100万円超/会計課合議

申請者から請書を受領
≪課長供覧≫
　請書

≪課長決裁≫
補助金等の確定
通知書

交付申請書の受
領
↓
交付額決定

５日間

交付申請書

補足

請書の受領

完了報告書の内容及び添付資
料を確認、審査

完了報告書

【申請者】
請書の作成・提出

提出

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺
兼支出命令書

伊東市会計規則

請求兼領収書の受領

支出負担行為伺兼支出命令書
を起案
決裁後、支出負担行為伺兼支
出命令書を会計課へ回付

・伊東市補助金
等交付規則
・伊東市大規模
建築物等耐震改
修助成事業補助
金交付要綱
・伊東市事務決
裁規程

交付決定、
補助金等の交付額決定通知書送付

【申請者】

【関係課】必要に応じ合
議

交付決定及び通知に係る稟議

交付申請書等の内容及び添付
書類の確認、審査

補助金等交付申請書の受領・審査

申請

補助金の交付決定及び通知に
係る稟議を起案

事務内容又は目的
事務・業務フロー

【申請者】補助金等
交付申請書の作成・提出

事務手続に
要する期間

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

見直しによる変更

備考

昭和５６年５月３１日以前に建てられた大規模建築物等を対象に、東海地震等の大規模地震による倒壊を未然に防止し、市民の生命及び財産の保護を図る。

伊東市大規模建築物等耐震改修助成事業補助金

無

関連部門 当該部門

建築指導係 シート番号 4 業務・事務名部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名

【申請者】
補助事業の実施

事業完了後

【申請者】
請求兼領収書の作成

・提出

請求兼領収書

支出負担行為伺兼支出命令書
起案・決裁

補助事業等完了報告書の受領・
審査

交付額確定及び通知に係る稟議

決裁後、補助金等の確定通知
書を送付

交付額確定、
補助金等確定通知書の送付

【会計課】審査・支払

完了報告書の受
領
↓
交付額確定

５日間

支払

【申請者】補助事業等
完了報告書の作成・提出

提出

回付

補助金の交付確定及び通知に
係る稟議を起案

請求兼領収書の受領

通知

提出



事務手続に要する期間に書類等の補正に要する期間は含まない

⑭
⑮

㊵

⑫

無

伊東市　業務手順書

㊵

内包するリスク ①、⑫、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹　※対象となる建築物に当たる取扱いが国の制度であり、要件が頻繁に変わるため注意が必要。

リス
ク

№

⑫

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考
関連部門 当該部門

シート番号 5 業務・事務名

業務・事務の目的

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築指導係

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

【申請者】補助金等
交付申請書の作成・提出

補助金等交付申請書の受領・審査
交付申請書等の内容及び添付
書類の確認、審査

道路に面するブロック塀等を対象に、東海地震等の大規模地震による倒壊を未然に防止し、市民の生命の保護を図る

伊東市ブロック塀等除去、改良事業補助金

補助金の交付決定及び通知に
係る稟議を起案

≪課長決裁≫
補助金等の交付
額決定通知書

（専決区分等）
条例等で基準が明確/課
長
1件5万円超/財政課合議
100万円超/会計課合議

【関係課】
必要に応じ合議

交付決定及び通知に係る稟議

交付申請書の受領
↓
交付額決定

５日間

・伊東市補助金
等交付規則
・伊東市ブロッ
ク塀等除去、改
良事業補助金交
付要綱
・伊東市事務決
裁規程

交付申請書

申請

決裁後、補助金等の交付額決
定通知書を送付

【申請者】
請書の作成・提出

交付決定、
補助金等の交付額決定通知書送付

申請者から請書を受領、課長
まで供覧

≪課長供覧≫
請書

提出

請書の受領

通知

【申請者】
補助事業の実施

事業完了後

【申請者】補助事業等
完了報告書の作成・提出

補助事業等完了報告書の受領・
審査

補助金の交付額確定及び通知
に係る稟議を起案

≪課長決裁≫
補助金等の確定
通知書

交付額確定及び通知に係る稟議

完了報告書等の内容及び添付
資料を確認、審査

完了報告書の受領
↓
交付額確定

５日間

完了報告書

提出

決裁後、補助金等の確定通知
書を送付

通知

【申請者】
請求書兼領収書の作成

・提出

交付額確定、
補助金等確定通知書の送付

請求兼領収書の受領

請求兼領収書の受
領
↓
申請者への支払

２０日間

伊東市会計規則

請求兼領収書

提出

請求兼領収書の受領

支出負担行為伺兼支出命令書
を起案
決裁後、支出負担行為伺兼支
出命令書を会計課へ回付

≪課長決裁
　　→会計課≫
支出負担行為伺
兼支出命令書

回付

補足

変
更
点

【会計課】
審査・支払

支出負担行為伺兼支出命令書
起案・決裁

支払

【申請者】



・自然公園法の許可には変更の手続きがないため、変更にあたっては申請書を取りなおすことになる。

㊵
㊶
㊾

県等へ進達及び受領県に進達

県での審査期間
市受付から３０
日
（補正日数は含
まれない）

伊東市　業務手順書

②

㊵
㊶
㊾

②

内包するリスク ①、②、㊳、㊴、㊵、㊶、㊸、㊹、㊾
※本業務は県からの権限移譲に伴う事務あり、裁量権は県にあるため権限はないが個人情報を扱うため、漏えいによる訴訟への発展には注意が必要。

リス
ク

№

申請書の受付及び副申書の作成

変
更
点

業務・事務の目的

申請者に許可済みの連絡
許可証の引渡し及び受領書
を収受

≪課長供覧≫
許可書

申請者に許可済み連絡及び許可
書の引渡し並びに受領書の収受

県から許可書受
領後に遅滞なく

自然公園法
【関係法令】
　建築基準法
　森林法
　都市計画法
　宅地造成等規
制法

完了届の受付完了届の受付

受付
↓
進達
遅滞なく

県等へ申請書（正）を進達決裁後、県に進達

受付
↓
進達
７日

当初作成日 2022/2/1 見直し日

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

国立公園区域内に建築物等の建設に伴う許可等の申請受付及び県への進達事務

自然公園法許可・届出申請受付進達業務

無

補足

2026/2/28 見直しによる変更

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築指導係 シート番号 6 業務・事務名

【申請者】自然公園法に
基づく完了届の作成・提

出

【県等】完了届の収受

申請

【県等】
許可申請の審査及び許可
並びに補正指導

進達

進達

届出

【申請者】自然公園法に
基づく申請書の作成・提

出

許可等申請書の受付及び副
申書の作成

≪課長決裁≫
副申書



・通報による現場確認については県が実施するため、市の権限は通報現場の位置情報を県に報告するのみ。
　権限がないため、市のみで通報現場の敷地内に入ることは出来ない。

㊵
㊶
㊾

㊸

伊東市　業務手順書

㊵
㊶
㊾

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊶、㊸、㊹
※本業務は県からの権限移譲に伴う事務で、裁量権は県にあるため権限はないが個人情報を扱うため、漏えいによる訴訟への発展には注意が必要。

リス
ク

№

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

国立公園区域内における違反処理の県への報告について

自然公園法違反処理業務

無

関連部門 当該部門

シート番号 7 業務・事務名

業務・事務の目的

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築指導係

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

【通報者】自然公園法に基
づく許可の有無について

通報者からの聴取若しくは案内
場所の特定及び県への報告
資料の作成並びに県連絡先
案内

聴取
↓
報告
遅滞なく

聴取

県等へ通報の聴取事項を報
告

≪課長供覧≫
報告書

報告

【県等】
現地調査を実施
行為者を呼び出し指導
報告書（是正）の提出を
求める

県に報告

行為者に報告書（是正）の提出
を求めた旨の報告

補足

変
更
点

※通報による現
場確認について
は県が実施する
ため、市は現場
の位置情報を報
告するのみ

【県等】
注意文書の発送

自然公園法
【関係法令】
　建築基準法
　森林法
　都市計画法
　宅地造成等規
制法

行為者等に連絡
注意文書の引渡し及び受領
書を収受

県から注意文書
を受領後に遅滞
なく

注意文書の連絡及び引渡し並び
に受領書の収受

県から補正指導等

届出
【行為者】自然公園法に
基づく報告書（是正）

報告書（是正）の受付

進達
【県等】
報告書（是正）の収受

県に進達

報告書（是正）を受付し県
に進達

受付
↓
進達
遅滞なく



㊵

②

伊東市　業務手順書

㊵
㊾

②

内包するリスク ①、②、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾
※本業務は県からの権限移譲事務で本市に裁量権はないが、窓口での誤った情報提供や個人情報の漏えいによる訴訟への発展に十分な要注意が必要。

リス
ク

№

当初作成日 2022/2/2 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

建築基準法第7条第1項又は同法第18条第17項の規定による確認申請書の受付を行い現地調査の後に副申書を添付し、県熱海土木事務所に進達する。

建築基準法に基づく建築確認申請等の受付・現調・進達業務

無

関連部門 当該部門

シート番号 8 業務・事務名

【県熱海土木事務所】
確認申請の審査及び補正

課等 建築住宅課 担当係名 建築指導係

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

【申請者】
申請書の作成・提出

申請書の受付及び副申書の作成
並びに現地調査

申請書等の内容及び添付書
類の確認

業務・事務の目的

部 建設部

進達

【駿東伊豆消防本部予防
課】

確認に対する同意

確認副本は決裁後、副申書を添付
し県熱海土木事務所に進達

≪課長決裁≫
副申書

建築基準法第９３
条第１項ただし書
に該当する建築物
は同意を求めず進
達に進む

郵送
確認正本は駿東伊豆消防本部に送

付

建築基準法第９３条第１項
による消防長の同意を得る

変
更
点

≪課長供覧≫
通知書

通知
【関係機関】
通知書等の受領

関係機関に対して
通知書等の送付

補足 事務手続に要する期間に書類等の補正に要する期間は含まない

交付
【申請者】

確認済証の受領
確認済証の引渡し・受領書の収受

≪課長供覧≫
確認済証

通知

申請者に確認済の連絡

申請書の受領
↓
確認済証交付

５日間

・建築基準法
・伊東市建築基準法
施行細則
・伊東市娯楽・レク
リエーション地区建
築条例
・静岡県建築基準条
例
・消防法
・建築士法
他

申請

通知書の送付に係る決裁



㊵

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、②、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リス
ク

№

当初作成日 2022/2/2 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考
関連部門 当該部門

シート番号 9

②

業務・事務名

業務・事務の目的

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築指導係

建築基準法第7条の3第1項又は同法第18条第20項の規定に基づく建築物の中間検査申請書を受付し、県熱海土木事務所に進達する。

建築基準法に基づく建築物中間検査の受付・進達業務

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

申請書等の内容及び添付書
類の確認

申請書の受領
↓
検査合格証交付

５日間

・建築基準法
・建築士法
・伊東市建築基準法
施行細則
・伊東市娯楽・レク
リエーション地区建
築条例
・静岡県建築基準条
例
他

申請【申請者】
中間検査申請書の作成・提

出
中間検査申請書の受付

現地にて工事監理者立会い
のもと施工された建築物の
部分及びその敷地が建築基
準関係規定に適合している
か検査する

県熱海土木事務所に進達

中間検査合格証の交付の連絡

【県熱海土木事務所】
中間検査の実施及び補正並
びに検査合格証の交付

進達

通知

補足

変
更
点

≪課長供覧≫
検査合格証

交付
【申請者】

検査合格証の受領
中間検査合格証の引渡し

事務手続に要する期間に書類等の補正に要する期間は含まない



㊵

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、②、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リス
ク

№

当初作成日 2022/2/2 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

備考
関連部門 当該部門

シート番号 10

②

業務・事務名

業務・事務の目的

部 建設部 課等 建築住宅課 担当係名 建築指導係

建築基準法第7条第1項又は同法第18条第17項の規定に基づく建築物の完了検査申請書を受付し、県熱海土木事務所に進達する。

建築基準法に基づく建築物完了検査の受付・進達業務

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

申請書等の内容及び添付書
類の確認

申請書の受領
↓
検査済証交付

５日間

・建築基準法
・建築士法
・伊東市建築基準法
施行細則
・伊東市娯楽・レク
リエーション地区建
築条例
・静岡県建築基準条
例
他

申請【申請者】
完了検査申請書の作成・提

出
完了検査申請書の受付

現地にて工事監理者立会い
のもと施工された建築物及
びその敷地が建築基準関係
規定に適合しているか検査
する

県に進達
【県熱海土木事務所】

完了検査の実施及び補正並
びに検査合格証の交付

完了検査合格証の交付の連絡

進達

補足

変
更
点

≪課長供覧≫
検査済証

交付
【申請者】

検査合格証の受領
完了検査合格証の引渡し

事務手続に要する期間に書類等の補正に要する期間は含まない

通知



建築基準法第85条第5項の規定による仮設建築物の許可申請書の審査を行い申請書および建築物の設計図書の内容が安全上、防火上及び衛生上支障がないことを確認し、許可する。

建築基準法に基づく仮設建築物許可申請等の受付・現調・進達業務

無

②

㊵
㊾

②

備考
関連部門 当該部門

事務・業務フロー リス
ク

№

【申請者】
申請書の作成・提出

課等 建築住宅課 担当係名 建築指導係

内包するリスク ①、②、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾
※本業務は県からの権限移譲事務で本市に裁量権はないが、窓口での誤った情報提供や個人情報の漏えいによる訴訟への発展に要注意が必要。

伊東市　業務手順書

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

当初作成日 2022/2/2 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

シート番号 11 業務・事務名

業務・事務の目的

部 建設部

【駿東伊豆消防本部予防課】
許可に対する同意

【県熱海土木事務所】
許可申請の審査及び補正

副本は決裁後、副申書を添付し県
熱海土木事務所に進達

進達

建築基準法第９３
条第１項ただし書
に該当する建築物
は同意を求めずに
確認済証の交付に
進む

申請正本は駿東伊豆消防本部に送
付

・建築基準法
・建築士法
・伊東市建築基準法
施行細則
他

≪課長供覧≫
許可済証

申請者に許可済の連絡

建築基準法第９３条第１項
による消防長の同意を得る

申請書の受付及び副申書の作成
並びに現地調査

申請書等の内容及び添付書
類の確認、審査

申請書の受領
↓
確認済証交付

５日間

郵送

通知

申請

変
更
点

【申請者】
許可証の受領

補足

許可証の引渡し・受領書の収受

事務手続に要する期間に書類等の補正に要する期間は含まない

交付


